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１．はじめに

　実験動物すなわちモデル動物は大きく分けて、比較生
物学的な研究や現象解明の対象となる生物学的モデル

（あるいは正常モデル）と直接病気の研究の対象となる
疾患モデル（病態モデルともいう）とに分けられる。一
般的にモデル動物はヒトや家畜を直接実験目的に使えな
い場合に、その類似性を実験動物に求めて生命現象の解
明の研究、あるいは産業用家畜の生産性向上に利用しよ
うとするモデル動物、すなわち生物学的モデル動物とい
うことになる。一方、疾患モデル動物は、ヒト疾患のモ
デルとしての動物をいい、獣医畜産領域における家畜等
のモデルをさすことはまれである。すなわち、ヒトの医
学の立場からヒトと動物の共通の異常を見いだし、ある
いは共通の異常を人為的に作りだして、ヒト疾患研究の
ために積極的に利用しようというものである。疾患モデ
ル動物を分類すると次の３つになる。1）自然発症モデル
動物：人為的な手段・方法によらないで動物が特定の
異常を発症し、その異常がヒト疾患に類似する場合を
いい、多くの場合、先天的、遺伝的にその症状を呈す
る。この例としては岡本・家森による高血圧自然発症ラ
ット（SHR）がある。２）実験的発症モデル動物：ヒト
疾患について研究するためには、類似した異常を示す自
然発症モデル動物が存在しない場合、外科手術（物理
的）、薬物投与（化学的）、あるいは感染（生物的）など
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により実験的に異常をつくる場合がある。この例とし
ては、薬剤誘発糖尿病、外科的処置による脳虚血モデ
ル、免疫学的手法による腎炎モデル等がある。３）発生
工学技術により作出されたモデル動物：この例としては
HPRT(hypoxanthine phosphoribosyl transferase)　を欠
損させたトランスジェニックマウスがあり、これはヒト
の Lesh-Nyhan 症候群の疾患モデル動物となっている。
　現在、各研究のモデル動物としては、合目的に育成さ
れたいわゆる実験動物のほか、各種の家畜や野生動物が
あてられているが、なお、その数と種類は十分ではなく、
さらに開発する必要性が指摘されている。ここでは実験
動物すなわちモデル動物の開発・改良および維持につい
て述べることとする。

２．実験動物の開発・改良の必要性

　最近の医学・生物学の進歩によって研究の精度が格段
に上昇し、動物実験の質に対する厳格さが強く要求され
るようになってきている。研究は個体のレベルにとどま
らず、in vitro での細胞を用いた解析から分子レベルに
進んでいる。しかし、個体のレベルで発現する複雑な生
命現象を研究の対象とする場合には、実験動物は個体と
して用いられなければならない。しかも、使用される動
物は研究の目的に応じて質的に制御されている事が要求
されている。
　現代文明は人間を人工的環境に閉じ込める事によっ
て、「人類の自己家畜化」の様相を呈しており、新たに
多くの疾病を生み出している。人工環境下では、各種の
危害要因物質が生み出されるが、その危険度の評価のた
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めに、人類の代わりに動物を人工的な環境下において動
物実験を行い、その結果を人類に外挿する必要性が出て
来ている。さらに、人間の人工的環境への対応の点から
考えてみて、これから遭遇するであろう未知の環境に対
する適応としての生理的モデルあるいは代謝病、代謝異
常などの病態・病理を含む疾患モデルの必要性、さらに
は癌、免疫、老化、安全性、代謝、心理・行動などを含
めたバイオメデイカルリサーチの分野における実験動物
の使用は益々広がりをみせてきており、その必要性は急
速に増加している。これらのことを考えると実験動物種
は多ければ多い程良いことは明らかである。現在までに
実験に使用されている動物種は６００種に近い。脊椎動
物だけみても２５０種を超えている。これに対して、人為的
に維持・繁殖されているものは９０種に満たない。さらに
これらのうち実験動物として開発されたものは実験用動物
を分類した表１に示されるように、わずか２０種程度にす
ぎない。しかも、哺乳動物のげっ歯類に偏っているのが現
状である。さらに食虫類、は虫類、両生類、鳥類、昆虫
類からの実験動物化も必要である。今や実験動物の開発・
改良は実験動物学の分野において重要な問題となってきて
いる。
　さて、実験動物の開発とは、野生動物や家畜からの実
験動物化であり、改良とは開発された実験動物を遺伝的
に純化するか、あるいはその動物の持つ特性をさらに強
化することである。実験動物化とは、計画的な繁殖、生
産、維持を可能にすることを意味している。実験動物の
開発・改良をする場合には、生命科学の研究における実
験動物の位置づけを明確にしておく必要がある。すなわ
ち、自然科学としての生物学研究にもっとも重要なこと
は、実験材料が均一化、規準化されていることである。
その事によって研究成果の再現性、信頼性を高めること

ができる。物理・化学領域では規準化された各種の素材
や測定器具が実験の目的に応じて用いられている。生命
科学の研究においては動物実験は必須の手段であり、実
験動物はそのための不可欠な材料であると同時に測定器
具であるともいえる。このような観点から、生命科学領
域における動物実験には高度に純化された動物が研究目
的に応じて用意されなければならない。生物体における
遺伝子型は発生環境の影響を受けて、１つの表現型を表
す。この表現型は、その後に動物がおかれた近隣環境に
よってさらに変化し、演出型（dramatype）を示す。つ
まり、動物実験とはこの演出型に処置を加えてその反応
を得ることである。この考え方に立って動物実験につい
て考えると、実験処置に対する動物の反応の再現性を求
めるためには、演出型が決定されるまでの過程が制御さ
れていなければならない。すなわち、実験動物は遺伝的
かつ環境的に制御されていなければならないということ
である。

３．開発・改良の具体的な手続き

　これには２つの手続きがある。すなわち、第１は特定
目的なしに実験動物化が行われ、その後に特性をみつけ
出して利用分野を選ぶ。第２は動物の特性を見いだし、
利用分野を決定しておいてから実験動物化をすすめるこ
とである。動物の特性は実際に動物を実験に使用して初
めて見いだされる場合が多い。いずれにしても第１、第
２の手続きによって開発された動物は、必要に応じて改
良が加えられることになる。
　
３. １　特性についての情報収集・整理
　全ての野生動物と家畜は実験動物の候補としての資格

表．1 実験用動物の分類
群 内　容 わが国で使われている主な動物種（1973）

実験動物
（laboratory

animals）

研究（検査、検定、診断、教育、製造を含
めて）に重要であるとして、その目的のた
めに、飼いならされ繁殖・生産される動物

無脊椎動物：ショウジョウバエ（イエバエ、カ類、ゴキブリ類など）
魚　　　類：（メダカ）
両　生　類：アフリカツメガエル
鳥　　　類：ウズラ（ニワトリ）
哺　乳　類：マウス、ラット、ハムスター類、モルモット、その他の齧歯類、ウ

サギ、イヌ、ネコ、ブタ、ヤギ

家　　畜
（domestic

animals）

人類社会に重要であるとして、飼いならさ
れ、繁殖・生産される動物研究用として使
うために必要な統御は行なわれていない

無脊椎動物：カイコ
魚　　　類：ニジマス、コイ、キンギョ、ウナギ、メダカ、グッピー、ハマチ
鳥　　　類：ニワトリ、ハト、ガチョウ、アヒル
哺　乳　類：ウサギ、イヌ、ネコ、ブタ、ヒツジ、ヤギ

野生動物
（animals obtained

from nature)

自然界から捕獲した動物で人為的な繁殖・
生産は行なわれていない

無脊椎動物：ハマグリ、アサリ、イカ類、ザリガニ類、ウニ類
魚　　　類：フナ、ドジョウ
両生類・爬虫類：イモリ、カエル類、ガマ、イシガメ
哺　乳　類：サル類

＊　カツコ内は一部が実験動物、大部分が家畜・野生動物
　〔日本実験動物研究会編、実験動物テキスト改訂版Ⅰ、実験動物概論、p.3（1975）より〕
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を持っている。資格というのは、研究目標の対象として
適しているとか、あるいは対象に部分的に類似性を有し
ているということである。これらの有資格者の中から、
具体的に候補者を決定することになるが、それには遺伝、
解剖、生理、各種反応性や病気について検索し、同時に
比較生物学的特性を見いだすことである。すなわち、年
齢、性別、環境因子、日内変動、季節変動によって特性
は変わりうるので、それらを含めた特性を見つけ出すこ
とである。同時に生物分類学的位置についても調べる。
これは対象に対する類似性や相違性を具体的に調査する
ことが困難であるときなは、生物分類や系統発生（進化）
における位置によってそれらを予想することができるか
らである。

３. ２　特性の利用性とその選択
　特性の明らかな動物については、利用分野を比較的た
やすく見つけることができるであろう。しかし、無目的
に開発・改良された動物については利用分野を見つける
のは容易なことではない。利用とはその動物がどのよう
な研究に使用可能かということであり、選択とはある研
究に対してどんな動物を使用するのが適当なのかを検討
することである。研究のための実験動物の選択を容易に
するためには、実験動物の特性についての情報を収集・
整理しておくことが必要である。

３. ３　実験動物化の可能性の調査
　新しく開発する動物についての生態学的な調査を行う
ことである。文献、資料および実際の野外調査の成績な
どをもとにして、生息分布や生息状況などを知り、採取
方法、次期などを決める。
　実験動物化が容易な動物種としては、第１に飼育や繁
殖が容易なことである。まず、産業動物や愛玩動物は長
い年月の間、人類と深いかかわり合いを持って生活し、
繁殖して来たので実験室内の繁殖や実験動物としての改
良が比較的容易であると考えられる。また、人類の生活
圏やその付近に生息し、比較的個体数の多い野生動物が
いる。これらの生活環境は人類と共通する点が多く、実
験室内での飼育や繁殖に適応しやすいと予想される。第
２に体型が小型であること。体型が小型であることは、
実験動物化の過程あるいはその動物を実験に使用すると
きの取り扱いやすさ、飼育面積、給餌量などの経済性か
らみて重視されなければならない。家畜として改良され
た大型ブタと実験動物として改良されたミニブタの比較
では、その目的とする生物学的特性が備わっていれば、
体型の小さい後者が有用である。その他、一般的には発
育性、繁殖性、強健性（生存率）、生物検定における感

受性、温順性、適応性、抗病性などが備わっていること
が実験動物化を可能にする要因とみることができよう。
ただし、適応性、抗病性は一般的に望ましい要因とはい
っても、研究の目的によっては逆に適応性が低く、環境
の変化に敏感なもの、または特定の病気に弱いことが望
まれる場合もある。
　これらの諸点を考慮して、目的とする動物を実際に飼
育・繁殖が行うことができるようにすれば、実験動物化
の大きな第１歩を踏み出したことになる。

３. ４　実験動物の遺伝的純化・改良
　動物の飼育・繁殖が可能になった段階において、動物
の遺伝的構成を一定に保ったりあるいは人為的に変化さ
せる方向を定めて遺伝的均一性を確立することと、特性
に改良を加えることによって、最終的には研究に適した
動物の作出を行うことである。

３. ５　実験動物の維持・生産
　実験動物化された動物は一時的に存在するだけでは価
値は少ない。それらは正しく維持され、必要に応じて計
画的に生産され、利用されることによって初めて開発・
改良の目的が達せられる。重要なことは、開発・改良さ
れた動物の特性を変化させずに維持し、生産することで
ある。動物の持つ特性は、生涯を通じてほとんど変わら
ないものから、生理的あるいは環境との関連において変
化するものまでいろいろある。そこで、特性変化の実態
について検討されなければならない。さらに、その変化
の性格に応じて維持・生産方式も検討されなければなら
ない。そのためには、育種学的な交配・生産方式に従っ
て動物を維持すると同時に、毛色、実験処置による反応
性、形態学的な形質、生化学的性質、免疫学的形質や分
子生物学的多型を指標として、維持されている系統や生
産された動物の遺伝的性質を科学的に監視する遺伝的モ
ニタリング（genetic monitoring）を行うことが要求さ
れる。

４．野生動物の実験動物化

　世界中に分布する野生動物はきわめて多くの種によっ
て構成されているが、それらのほとんどの動物において、
その生物学的特性が明らかにされていない。有用な生物
学的特性を持つ実験動物を野生動物から開発し、それら
の特性を医学・生物学分野に導入、利用できれば、計り
知れない利益がもたらされるにちがいない。野生動物の
実験動物化は、まず家畜化（domestication）すること
である。この場合の家畜化とは、人類が学術の目的で動
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物集団の任意の遺伝子セットを母集団から隔離して生殖
を管理し、これらの動物に遺伝的・環境的制御を加える
ことである。これまでに開発された実験動物はすべて元
来野生動物を実験動物化したものである。しかし、これ
までに野生動物から開発された実験動物の開発の詳細な
経過については不明な点も多く、また動物種によっても
開発の方法は著しく異なることが予想される。また、野
生動物の実験動物化は検討され始めて日が浅いために育
種学的技術は確立されていない。野生動物および家畜か
らの実験動物化の一般的な手順を図１に示した。

（4）飼育室に移す前に検疫し、一定期間隔離飼育して安
全を確認した後に飼育室に移す。

（5）人為的な飼育管理条件下に移す。この場合、自然条
件から飼育条件へ徐々に変化させる。場合によって
は、野生生息条件に近い模擬的にプログラムされた
環境で飼育する必要もあろう。

（6）繁殖のシステムを確立する。人為的飼育環境下にお
ける繁殖上の大きな問題は近交退化である。野生動
物は一般に捕獲頭数が少ないので、小集団で維持さ
れた場合、近交係数が急激に上昇し、繁殖能力の低
下をきたす。近交退化を防ぐためには、近親交配を
避け、初期の繁殖集団の規模を 大きくし、徐々に
選抜・育種をすすめるのがよい。

（7）遺伝制御、微生物制御および環境制御を加えた実験
動物としての改良をすすめる。

　以上が野生動物からの実験動物化をすすめる場合の手
順と考えられる。ちなみに、現在我が国で野生動物から
実験動物として作出されているものは、チャイニーズハ
ムスター、ハタネズミ、マストミス、ナキウサギ、ツパ
イ，スナネズミ、ジャコウネズミ、コットンラットなど
がある。
　今後、野生動物の実験動物化は哺乳動物のみならず、
鳥類，は虫類、両生類、魚類さらには無脊椎動物にまで
及ぶとみられるが、これらの実験動物化は実験動物学の
分野において残された重要な課題である。

５. 家禽・家畜ならびに愛玩動物の実験動物化

　ウシ、ウマ、ブタ，ニワトリおよび愛玩動物などの家
畜をそのまま実験動物に転用することは２つの点で問題
がある。第１に産業動物としての家畜の多くは、２つ以
上の品種あるいは家系の交雑動物である。したがって、
それらの動物をいたずらに世代を重ねて繁殖すること
は、実験動物の育種として望ましいことではない。第２
に家禽・家畜用の購入飼料には薬剤が添加されているこ
とである。この点から、家禽・家畜の実験動物化には適
切な遺伝的・環境的制御が加えられる必要がある。しか
し、家畜は数千年にもわたり野生から馴化されており、
産業動物としての有用性と計画生産が行われていること
が多い。したがって、実験動物としての計画生産のとき
にも畜産学での知識や技術を応用することができる。
　具体的に家畜を実験動物化する場合に、実験動物とし
ての有用性について比較生物学的に検討しなしなければ
ならない。まず、実験動物化しようとする家畜の各種の
生物学的形質について調査する。そして、得られた成績
をすでに実験動物化されている動物あるいはヒトで得ら

図 -1　野生動物および家畜の実験動物化の手順
〔田嶋嘉雄ほか、実験動物学概論、p.62、朝倉書店（1979）より〕
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４. １　野生動物の実験動物化の条件
　まず、開発対象とする野生動物の実験動物化が可能か
否かについて考える必要がある。野生動物の実験動物化
にはいくつかの条件がある。

（1）人に慣れやすく、人間の飼育管理のもとに生存、繁
殖が可能なこと。

（2）飼料の選択性や環境条件に対して適応性の幅が有り
集団管理しやすいこと。

（3）繁殖能力が高いこと。
（4）実験動物としてのすぐれた価値を持っていること。

４. ２　野生動物の実験動物化の手順
（1）開発対象となる野生動物の生息分布、生息環境条件、

習性、繁殖について生態学的調査を行う。
（2）対象動物を捕獲する。種々の捕獲方法があるが、い

ずれにしても動物に傷をつけたり、害を与えない方
法で捕獲することが大切である。飼育等に未経験の
状態で多数の動物を捕獲することは、動物保護、自
然保護の観点から望ましくない。

（3）捕獲された動物を生きた健康な状態で、なるべく早
く飼育地へ輸送する。輸送方法や手段を工夫するこ
と。
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れている成績と比較し、類似点や相違点を明らかにする。
さらにその類似点や相違点が研究に利用できるか否か検
討する。
　多くの家畜は人工的な環境で飼育されている。それゆ
えに現在の家畜は野生の生息形態とは著しくかけ離れ、
それぞれの原種とはまったく異なった特性を持ってい
る。草食獣であるウシに対する濃厚飼料（穀類を主体と
した加工調整した飼料）の多給や、肉食獣であるイヌや
ネコが、長年月にわたる人間との共同生活の結果雑食化
していることなどはその例である。それゆえに、病態発
生の立場からみても、自力で生活している自然界の動物
と家畜とでは、その背景が著しく相違していると考えら
れる。人工的な環境下で飼育されている家畜の病態発生
経過は野生動物のそれと大きく異なっているであろう。
野生動物の病態発生の詳細を知ることは容易でないが、
人間の管理下におかれている家畜の環境条件は細部にわ
たって把握することができる。つまり、病態が発生した
背景について家畜は野生動物に比較すれば、その病態と
生息環境との疫学的因果関係は解析しやすいといえる。
　畜産物の生産を目的として飼育されている家禽・家畜
などの産業動物は飼育管理による特性の変化が起こる。
その１つとして飼養管理体制に関連するストレスなどか
らくる非感染性の代謝系の疾病が多くなっている。これ
らは疫学的背景が明らかなので、自然発症モデルとなる
可能性の高い疾患が多い。産業動物の場合には、生産の
目的が達せられた時点でと殺される運命にあり、老化は
生産性の低下に直結するので、老齢まで飼育されること
は少ない。これに対して、産業動物とは飼育の目的がま
ったく相違する愛玩動物では、老齢まで飼育される場合
が多いことから、発生する病態も著しく変化に富み、そ
の各種疾病の発生頻度や病態はヒトに類似しているとい
われている。また、競走馬は幼弱期から極端なハードト
レーニングが課せられているためか筋腱、骨などの運動
器の故障や不整脈などの循環器の故障が多発するといわ
れている。このように、家畜の生態，生理および病態は、
それぞれの飼育目的やその目的を達成するための飼育管
理によって異なる。したがって産業動物は、生理・生態
学的な生物学的モデルとして使用されるばかりでなく、
代謝系疾患、競走馬は骨格筋系、呼吸循環器系疾患、愛
玩動物は老化に伴う疾患のモデル動物となる可能性があ
ると考えられる。
　現在では産業家畜からは、ブタ，ヤギ、ウサギ、ニワ
トリ、ウズラ、ハト、カイコ、ミンク、チンチラ、ヌー
トリアなどが、また、社会動物（愛玩用あるいは観賞用）
からはイヌ、ネコ、カナリア、ジュウシマツ、キンギョ、
メダカ、グッピーなどの実験動物化が進んでいる。とく

に大動物や中動物の場合には、実験処置のしやすさと経
済性などの面から小型化する必要がある。すでに、ブタ
については各種のミニブタ、ヤギは小型のピグミーヤギ
やシバヤギが実験動物化されている。ウシ、ウマの大動
物についても小型化されるならば実験動物化も可能とな
るであろう。これら家畜からの実験動物化、すなわちモ
デル動物の改良とその維持は、畜産業の現状からみて産
業界に求めることはできない。これらは実験動物の領域
の責任において管理する必要がある。

６.　実験動物の改良

　実験動物になっている動物種でも、同じ種の中に多く
の変異があるので実験動物としてつくられた種の中から
さらに特性を持った新しい実験動物が開発される可能性
がある。また、研究目的に適する実験動物が開発された
としても、さらに精密な実験を行う場合には、より感度
が鋭く純度の高い実験動物が用意されなければならな
い。そこで、実験動物の改良、すなわち、純化が行われ
ることになる。現在行われている純化の方向は２つある。
それは、遺伝的純化と微生物的純化である。

６. １　遺伝的純化
　遺伝的純化とは実験動物の系統の分離・育成である。
系統の分離・育成は遺伝子組成の均質化を目的として行
われる。近交系、ミュータント系、コアイソジェニック
系、コンジェニック系、交雑群およびクローズドコロニ
ーはそれぞれ純度の異なった動物群である。また、利用
上の目的のための遺伝的複合としてのヘテロ集団すなわ
ち近交系間雑種第１代（F1 hybrid）、交雑第２代（F2 
hybrid）、３元交雑種（3-way cross hybrid）、４元交雑
種（4-way cross hybrid）などがある。さらに遺伝的純
化として、より研究の目的に適した動物すなわちヌード
マウスのようなミュータント系の作出のように特性の強
化がある。ここでいう特性とは、単に突然変異遺伝子に
よって発現する特性のみではなく、種や系統としての特
性をも意味している。実験動物化された動物種あるいは
確立された系統の中から特性を持つ動物を開発するに
は、目的とする特性を調査・発見するか、あるいは選抜・
淘汰によって特性を持つ系統を作出する方法がある。

６. ２　微生物的純化
　これは動物の持つ微生物叢の純化のことである。無菌
動物（germ free animals）、ノトバイオート（gnotobiote）
な ら び に SPF 動 物（specific pathogen free animals）
は微生物的に純度の異なる動物群である。微生物的に
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なんら制御されていないふつうの動物（conventional 
animals）は不顕性感染を否定し得ない動物ということ
ができる。各種動物の多くの系統について、微生物的純
度の異なる動物が作出されることは利用の幅を広くする
意味で望ましいことである。

６. ３　改良・開発中の動物と開発技術
　現在利用されている動物、近い将来利用されうる動物
あるいは開発のための技術を列挙する。

（1）人工キメラ動物
　アロフェニック動物ともよばれる。受精卵の卵割期に
２つ以上の胚を結合させ、１個体として発生させる技術

（集合キメラ）、あるいは胚盤胞の中に他の系統の細胞や
割球を注入する技術（注入キメラ）によってつくられた
動物である。異なる種あるいは系統の胚を結合させるこ
とによって、１個体の中に異なる性質を持つ細胞が共
存するモザイク（mosaic）個体をつくることができる。
代謝異常あるいは疾患を持つ系統と正常系統の胚を結合
させることによって、交雑 F １とは異なる動物を作出
することができる。

（2）完全ホモ動物
　　（complete homozygous animal : gynogenesis）
　受精卵の前核（pronucleus）の形成期に雄・雌いずれ
かの前核を除去した後に、サイトカラシンなどの薬物で、
２倍体として発生させる技術である。性染色体が Y ／
Y となった個体は発生しないので、生まれる個体はすべ
て雌（X ／ X）である。この動物は１個の前核から発生
したものであり遺伝的に完全にホモになっている。これ
は受精した後に一方の前核を除去しているので、単為発
生とは異なるものである。人為的に突然変異を誘発し、
新しい特性を見いだそうとするときの突然変異遺伝子の
検索に利用できる可能性がある。

（3）遺伝子改変動物・クローン動物
　人為的に体細胞や生殖細胞の遺伝子を転換したり、別
の生物の遺伝子を導入する技術で作出された遺伝子改変
動物である。卵細胞からの核除去・体細胞核移植による
クローン動物が作出されている。これらの動物は疾患モ
デル動物の作出や家畜の遺伝的改良に利用できる可能性
を持つ。クローン動物はまったく同じ遺伝子型を持つ個
体群なので、遺伝学的研究に有用な動物となる。

７.　系統維持と生産

　言うまでもなく、遺伝的に開発、改良、純化された動
物であっても、それらが一時的に存在するだけでは実験
動物としての価値は少ない。それらの動物種や系統を保

存し、必要に応じて計画的に生産し、均一性や特性が変
化していないことを確認することが必要となってくる。

7. １　近交系などの維持と生産
　マウスやラットでは、近交系、リコンビナント近交系、
コアイソジェニック系、コンジェニック系の維持と生産
がこれに相当する。系統を維持するための動物集団を維
持集団と呼んでいる。生産集団としては増殖用コロニー
と生産用ストックがある。維持集団における余剰動物よ
り増殖用コロニーを作り、ここでは兄妹交配を行い、２
〜３世代増殖するとともに系図を記録する。このコロニ
ーは系図つき拡大用繁殖ストックともよばれる。実験に
使用する動物数が少ない場合には、この増殖用コロニー
で生産された動物を使用すればよい。使用数がさらに多
い場合にはここから生産用ストックを作る。ここでは増
殖用コロニーで生産された動物をランダム交配して繁殖
する。生産用ストックで生産された動物はすべて実験に
使用し、これらの動物を繁殖用に使用してはならないと
規定されている。

７. ２　ミュータント系の維持と生産
　ミュータント系の維持においても、定められた交配を
行う。家系を１本にする、記録を保存するなどの基本的
な注意事項は近交系の場合と同様である。しかし、ミュ
ータント系の場合にはミュータントの性質、すなわち優
性遺伝か劣性遺伝か、繁殖能力があるか否か、などによ
って維持方法が変わってくる。

７. ３　繁殖的実験処置を加えた系統の維持と生産
　系統の維持、生産方式は雌雄の同居、交尾、妊娠の成
立、分娩、哺乳など動物が本来もっている性的機能によ
るものである。しかし、性的機能が欠けているか、不完
全な動物を維持、生産するためには自然の交配によるほ
かに、実験的処置を加えることが有利な場合がある。こ
れらの方法について以下にのべる。

（1）卵巣移植技術の利用
　ミュータント系の中には交尾行動ができない、性成熟
前に死亡するなどで、ミュータント動物それ自身を繁殖
に使用できないことがある。このような動物であっても、
卵巣機能が正常な場合には、ミュータント動物の卵巣を
正常動物に移植することによって繁殖が可能になる。

（2）体外受精技術の利用
　卵を体外で受精させる技術である。卵および精子は正
常であるが、その他の生殖器の異常などによって生殖不
能な動物に利用できる。胚の体外培養および仮親への移
植技術との組み合わせによって個体への発生が可能であ
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る。
（3）胚の凍結保存技術の利用
　系統を交配により維持することは、多大な労力を必要
とするばかりでなく、系統間の不用意な交雑、自然発生
的な遺伝子の変異、微生物学的汚染、系統の途絶などさ
まざまな危険性をはらんでいる。そこでマウス、ラット
では発生途上の胚の凍結保存が行われている。

８．おわりに

　これまで述べて来たように、実験動物すなわちモデル
動物、とくに疾患モデル動物は、ヒトの種々な疾患の予
防、治療、成因解明などの研究のために欠くことのでき
ない存在である。１）遺伝（子）病、２）難病、３）新
たな感染症、４）人獣共通感染症、５）精神疾患、６）
高齢化に伴う認知症などの加齢疾患、７）高度医療技術
の発展などに伴うモデル動物の開発が求められている。
　また、生命科学に用いられる生物学的モデル動物、人
類社会の環境の変化に応じたモデル動物、例えば環境監
視動物、宇宙医学や宇宙開発のためのモデル動物の開発
が必要となってくる。現在、このようなモデル動物を研
究に利用するために、あらゆる分野の研究者が共同して
開発に取り組んでおり、胚バンクやデータベースが拡充
されてきている。すなわち、生物学的モデル動物と疾患
モデル動物との有機的な結びつきがあってより有効な実
験動物の開発と利用ができる。
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